
医薬品の販売方法および副作用被害救済制度のご案内

医療用から移行した特に注意が必要な医薬品です。『要指導医薬品』と表示され、手に取れない場
所に陳列しています。ご購入時は薬剤師が書面で対面説明・販売します。

使用に特に注意が必要な医薬品です。薬剤師が書面で説明し、対面販売します。商品は直接触れら
れない場所に陳列されており、外箱には『第1類医薬品』と四角枠で表示されています。

第2類医薬品、特に指定第2類は注意が必要です。相談カウンター近く（7m以内）に陳列。使用前
に「してはいけないこと」を確認し、薬剤師または登録販売者にご相談ください。外箱には第2類、
指定第2類ともに『2』を〇または□で囲んで表示しています。

比較的安全性の高い一般用医薬品です（要指導、第1類・第2類以外）。薬剤師または登録販売者が
情報提供のうえ販売。商品は直接ご覧いただけます。外箱には四角枠で「第3類医薬品」と表示。

健康被害
救済制度

医薬品の副作用による健康被害救済制度があります。
安全使用のため症状等をお伺いすることがあります。個人情報は、個人情報保護法等に基づき適切に管理し、
安全使用以外の目的で利用しません。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構｜0120-149-931

苦情相談窓口 群馬県薬剤師会薬事情報センター｜027-243-6650
群馬県庁薬務課｜027-226-2663
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指定濫用防止
医薬品

厚生労働大臣が指定する「濫用等のおそれのある医薬品」は、依存や健康被害防止のため、消費者
が手に取れない場所に陳列します。販売時は薬剤師または登録販売者が購入理由や数量を確認し、
「乱用による危険性」を書面等で説明し、適正使用を徹底することが義務付けられています。

薬局製造
医薬品

薬局製造製剤は、薬局で製造し直接販売・授与する医薬品です。販売時には薬剤師による対面での
情報提供が必須であり、鍵付きまたは手に取れない場所に陳列し、書面等で適正使用の説明が義務
付けられています。


